
い
く
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
は
日
本
に
帰
る
ま
で
続
き
、
私
も
両

親
を
亡
く
し
た
一
人
の
孤
児
を
日
本
ま
で
連
れ
て
帰
っ
た
。
私

達
の
仲
間
か
ら
は
、
今
日
い
わ
れ
る
「
孤
児
問
題
」
が
生
じ
な

か
っ
た
こ
と
は
幸
い
と
思
う
。

在
外
■
人
の
敗
戦
体
験
記
　 

埼
玉
県
　
吉
田
淳
　 

昭
和
十
四
年
五
月
、
東
京
で
満
州
重
工
業
㈱
傘
下
の
東
辺
道

開
発
㈱
の
定
期
採
用
と
な
り
、
同
六
月
上
旬
に
渡
満
し
、
新
京

本
社
で
、
二
週
間
の
研
修
、
同
社
通
化
事
務
所
鉱
業
部
調
査
課

配
属
と
な
っ
た
。
同
事
務
所
は
通
化
省
地
域
の
地
下
資
源
開
発

調
査
の
た
め
の
唯
一
の
前
線
基
地
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
。

私
は
そ
の
調
査
課
測
量
係
員
と
し
て
教
育
を
う
け
、
業
務
に
つ

い
た
。

通
化
省
柳
河
県
柳
河
屯
を
振
り
出
し
に
、
通
化
県
鉄
■
子
炭

礦
、
五
道
江
炭
石
礦
、
三
岔
子(

現
在
は
七
宝
站)

そ
し
て
湾
■

屯
等
の
調
査
測
量
を
経
て
、
開
発
計
画
の
要
図
を
作
成
し
て
約

一
年
半
を
過
ご
し
た
。

そ
の
後
臨
江
県
煙
筒
■
採
炭
所
へ
、
通
化
県
七
道
鉱
業
所
の

通
化
事
務
所
よ
り
正
式
転
属
と
な
る
。
電
車
坑
道
の
精
密
測
量

が
目
的
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
貫
通
し
て
成
功
し
た
喜
び
を
味
わ

い
、
仕
事
に
自
信
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
充
実
し
た
生
活
で
あ

っ
た
。

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
ラ
ジ
オ
で
の
敗
戦
の
ご
詔
勅
を

聞
き
、
社
員
一
同
涙
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
午
後
急
遽
幹
部
社

員
を
集
め
て
の
こ
の
事
態
の
対
応
措
置
に
つ
い
て
会
議
の
結
果

が
、
自
営
警
備
隊
長
、
在
郷
軍
人
、
青
年
隊
長
等
を
通
し
て
、

そ
の
夜
の
う
ち
に
■
人
社
員
及
び
そ
の
社
宅
居
住
の
家
族
に
伝

達
さ
れ
た
。

当
時
は
約
三
百
五
十
人
の
■
人
家
族
が
お
り
、
一
画
さ
れ
た

社
宅
街
と
独
身
寮
等
が
あ
っ
た
が
、
独
身
寮
を
本
部
と
し
て
、

今
後
の
行
動
は
す
べ
て
糸
山
所
長
、
栗
林
副
所
長
を
し
て
統
師

と
し
て
対
応
す
る
こ
と
と
、
そ
の
責
任
は
所
長
が
当
る
旨
が
伝

達
さ
れ
た
。
究
極
の
方
針
と
し
て
、
中
国
人
の
暴
民
の
襲
撃
対

応
警
備
、
社
宅
在
住
者
は
独
身
寮
を
避
難
場
所
と
す
る
が
、
現

在
は
情
勢
は
不
明
な
の
で
、
現
在
住
宅
の
ま
ま
と
し
、
そ
の
警



備
に
は
若
い
者
を
充
当
す
る
、
各
自
は
貴
重
品
と
身
の
廻
り
の

衣
食
の
非
常
持
出
品
の
整
理
、
及
び
用
意
を
す
る
。

社
宅
は
外
柵
に
て
画
さ
れ
て
い
る
が
、
外
柵
は
有
刺
鉄
線
と

し
夜
間
は
通
電
す
る
の
で
要
注
意
、
昼
間
は
警
備
班
の
巡
察
を

実
施
、
単
独
行
動
の
禁
止
、
不
審
者
の
柵
内
の
徘
徊
等
は
速
や

か
に
通
報
の
こ
と
、
食
糧
は
鉱
業
所
備
蓄
分
を
本
部
独
身
寮
に

一
括
貯
蔵
す
る
。

医
療
品
は
診
療
所
の
も
の
を
本
部
で
保
管
し
、

土
井
診
療
所
医
師
の
管
理
と
す
る
。
等
々
の
通
達
事
項
方
針
と

し
て
十
日
位
で
準
備
完
了
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

特
に
中
国
人
と
の
交
渉
は
本
部
専
任
事
項
と
し
、
方
針
内
容

に
つ
い
て
口
外
は
厳
禁
と
す
る
。
又
い
か
な
る
場
合
で
も
武
器

の
使
用
も
同
様
と
す
る
の
で
、
互
助
の
気
持
は
忘
れ
な
い
で
各

分
担
の
使
役
に
は
協
力
さ
れ
た
い
。

九
月
二
十
七
日
、
密
偵
よ
り
今
夜
十
九
時
頃
、
十
一
発
の
銃

声
を
合
図
に
、
日
本
人
宿
舎
を
襲
撃
す
る
と
の
情
報
が
十
六
時

頃
入
り
、
二
人
の
密
偵
の
言
が
合
致
し
た
の
で
、
社
宅
居
住
者

に
伝
達
し
、
非
常
持
ち
出
し
寝
具
等
を
ひ
そ
か
に
寮
に
身
柄
共

収
用
を
十
八
時
頃
終
了
し
た
。
本
部
寮
の
出
入
口
各
窓
等
は
バ

リ
ケ
ー
ド
土
■
を
積
み
、
防
御
の
体
制
を
整
え
た
。

十
九
時
二
十
分
頃
か
、
十
一
発
の
銃
声
で
中
国
人
暴
民
が
外

柵
の
ゲ
ー
ト
を
乗
り
こ
え
、
喊
声
を
あ
げ
て
侵
入
し
て
来
た
。

社
宅
街
の
ほ
う
に
百
人
近
く
の
暴
民
で
あ
り
、
先
頭
に
は
保
安

隊
の
隊
貝
が
銃
を
発
射
し
な
が
ら
彼
等
を
先
導
す
る
か
の
よ
う

に
本
部
に
近
づ
い
て
き
た
。
保
安
隊
員
は
十
四
人
ぐ
ら
い
か
、

そ
の
後
暴
民
が
増
え
、
二
百
人
あ
ま
り
で
あ
っ
た
。

二
十
時
少
し
前
に
突
然
停
電
し
、
あ
と
で
聞
い
た
所
、
変
電

所
を
別
隊
が
襲
い
、
停
電
さ
せ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
暴
民
は
紙

を
ま
る
め
、
松
明
が
わ
り
に
使
い
、
火
の
つ
い
た
ま
ま
棄
て
た

の
で
、
社
宅
七
、
八
棟
が
火
事
と
な
っ
た
。
保
安
隊
貝
の
一
人

が
本
部
入
口
に
銃
を
か
ま
え
て
火
事
の
消
火
を
し
ろ
と
何
回
も

ど
な
っ
た
の
で
、
青
年
隊
員
及
び
旧
軍
人
数
人
が
バ
ケ
ツ
と
ツ

ル
ハ
シ
の
柄
を
持
ち
、
十
五
人
ぐ
ら
い
が
、
所
長
の
指
示
で
、

外
に
出
て
三
人
一
組
と
し
て
消
火
に
当
る
振
り
を
し
て
、
も
っ

ぱ
ら
暴
民
の
排
除
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
刃
物
所
持
の
暴
民
に
一
人
腕
に
負
傷
、
一
人
右

胸
刺
傷
し
た
。
中
国
人
側
保
安
隊
員
は
、
額
を
割
ら
れ
、
血
を

流
し
な
が
ら
銃
を
す
て
て
、
涼
奪
品
を
持
っ
て
逃
げ
去
っ
て
い

っ
た
。
ま
た
暴
民
の
何
人
か
、
怪
我
人
が
出
た
様
子
で
あ
っ
た



が
、
そ
の
数
は
定
か
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
消
火
作
業
は
意

外
な
功
を
奏
し
治
ま
っ
た
の
が
二
十
一
時
近
く
で
あ
っ
た
。

か
か
る
事
態
は
誠
に
悲
し
い
事
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は

襲
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
の
話
で
は
、
暴
民
は
保
安
隊

員
に
あ
お
ら
れ
て
、
こ
の
て
に
出
た
よ
う
で
あ
り
、
七
道
■
屯

の
部
落
民
と
七
道
鉱
業
所
の
苦
力
連
が
半
々
で
、
二
百
人
ぐ
ら

い
と
の
こ
と
で
、
負
傷
、
火
傷
あ
わ
せ
二
十
人
余
と
聞
い
た
。

ま
た
、
そ
の
後
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
何
事
も
な
か
っ
た
こ
と

は
さ
い
わ
い
で
あ
っ
た
。

翌
月
半
ば
頃
に
、
通
化
駐
屯
の
中
共
軍
が
、
七
道
■
屯
に
在

駐
し
て
よ
り
、
治
安
が
確
保
さ
れ
た
が
、
日
本
軍
の
逃
亡
兵
の

詮
索
が
あ
り
、
七
道
■
屯
駐
在
の
満
州
警
察
官
の
本
間
氏
（
日

本
人
）
を
初
め
所
長
、
私
、
ほ
か
七
、
八
人
が
連
行
さ
れ
、
武

器
の
隠
匿
と
い
う
こ
と
で
、
逮
捕
、
拷
問
さ
れ
、
厳
し
い
取
調

べ
を
受
け
た
。
本
間
氏
は
ま
じ
め
、
厳
格
な
性
格
か
ら
、
中
国

人
警
官
に
厳
し
く
し
た
こ
と
で
、
拷
問
の
た
め
、
獄
中
死
し
た
。

所
長
は
特
殊
会
社
と
し
て
の
自
衛
団
体
と
法
で
認
め
ら
れ
て

い
た
小
銃
と
弾
薬
等
す
べ
て
提
供
す
る
こ
と
と
■
人
の
責
任
者

と
し
て
の
立
場
で
あ
る
こ
と
で
釈
放
さ
れ
、
日
系
敗
残
兵
は
な

く
、
私
も
覚
悟
し
て
い
た
が
、
劉
中
共
軍
大
尉
が
、
私
と
共
に

測
量
助
手
の
間
柄
で
、
一
週
間
の
獄
中
拷
問
で
釈
放
さ
れ
た
。

本
間
氏
の
遺
体
収
用
を
嘆
願
せ
る
も
許
さ
れ
ず
、
遺
髪
の
み
を

貰
い
う
け
、
夫
人
に
渡
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
十
二
年
陸
軍
省
軍
属
と
し
て
、
六
か
月
北
支
戦
線
で
銃

火
に
あ
い
、
又
煙
筒
■
時
に
六
か
月
の
召
集
で
、
幹
部
侯
補
生

試
験
に
合
格
、
一
時
帰
郷
で
職
場
へ
復
帰
し
た
当
時
は
若
い
希

望
が
大
き
く
ふ
く
れ
あ
が
り
、
そ
れ
を
心
の
糧
と
し
て
努
力
し

た
こ
と
が
水
■
に
帰
し
、
誠
に
残
念
で
な
ら
な
い
。
終
戦
翌
年

十
月
に
博
多
に
帰
国
し
た
が
、
妻
は
そ
の
た
め
に
疲
労
で
病
死

し
た
。引

揚
者
救
済
に
一
身
を
捧
げ
る
　 

福
島
県
　
滝
田
吉
良
　 

昭
和
十
三
年
九
月
、
当
時
満
州
に
い
た
姉
を
頼
り
、
裸
一
貫

で
渡
満
し
た
。
南
満
州
鉄
道
に
就
職
す
る
こ
と
に
し
た
。
奉
天

省
蘇
家
屯
機
関
区
に
配
属
さ
れ
、
蒸
気
機
関
車
乗
務
員
と
な
っ




